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団体で申請する場合 （予防技術検定）   ※ 予防技術検定の申請は、電子申請のみです。 

① （一財）消防検定研究センターのホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 当センターのホームページにアクセス

（https://www.shoubo-shiken.or.jp/）の

トップページにある、 

を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を押下します。 
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② 電子申請トップ 

 

 

 

 

③ 団体申請トップ 

 

 

② 団体申請トップ 

 

を押下します。 

 

※システムメンテナンス中は、電子申請す

ることが出来ません。 

（毎週土曜日午前１時００分から午前５時００分まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 団体申請トップ 

 を押下します。 

→ ④団体コード入力画面に遷移 
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④ 団体申請トップ 

 

⑤ 団体コード入力 

 

 

 

④ 団体申請トップ 

を押下します。 

 

→ ⑤受検申請の条件確認画面に遷移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 団体コードの入力 

団体登録をした際に発行される団体コード

を入力します。 

以下を入力してください。（すべて必須入力） 

団体登録がお済みでない場合、次画面に

進むことができません。 

先に団体登録を行ってください。 

団体コード等は以下にお問合せ下さい。 

（一財）消防試験研究センター 

 予防技術検定担当 050-3803-9297・9298 

 

入力・選択後、 を押下します。 

→ ⑥団体受付の条件確認」に遷移 
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⑥ 団体受付の条件確認 

 

⑦ 利用許諾 

 

⑥ 団体受付の条件確認 

団体受付は、以下の３つの条件を満た

す場合のみ可能です。 

 

１、団体経由により電子申請することの確認 

２、団体代表者情報の登録について 

３、受験票の印刷について 

 

上記の項目について、すべてチェックまた

は選択し、 を押下します。 

 →⑦利用許諾画面に遷移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 利用許諾 

利用許諾を確認していただき、同意され

る方のみ申請できます。 

 

同意する場合： を押下します。 

→ ⑧検定日入力」画面に遷移 

 

 

 

同意しない場合： を押下します。 

→ ④団体代表者トップ」画面に戻る 
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⑧ 検定日入力 

 

⑨ 団体情報の入力／変更 

 

 

⑧ 検定日入力 

申請する検定日を入力してください。 

 

を押下します。 

→ ⑨団体情報の入力／変更画面に遷移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 団体情報の入力／変更 

内容が正しいことを確認してください。 

団体情報の修正がある場合、変更できます。 

 

を押下します。 

→ ⑩団体情報の登録確認」画面に遷移 

 

＜担当者氏名について＞ 

 担当者氏名は、合算書の宛名となります。 

（合算書イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
担当者氏名 様 
〇〇消防本部 
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⑩ 団体情報の登録確認 

 

 

⑪ 団体情報の登録完了(入力案内メール送信) 

 

 

 

 

⑩ 団体情報の登録確認 

入力内容に誤りがないことを確認後、

を押下します。 

 

→ ⑪団体情報の登録完了(入力案内メー

ル送信)」画面に遷移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 団体情報の登録完了(入力案内メール送信) 

⑨団体情報の入力／変更画面で入力した

メールアドレス宛に「団体一括申請登録用ペ

ージのご案内」のメールが送信されます。 

 

内容を確認したら、タブまたはプラウザを

閉じて下さい。 

 

→ 登録したメールアドレスにメールが届

いたか確認してください。 

   届かない場合、迷惑メールボックス等

を確認してください。 
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⑫ 団体一括申請登録用ページのご案内メールを受信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 団体一括申請登録用ページのご案内

メールを受信し、URL をクリック 

 

→ URL をクリックすることで、⑫団体一

括登録一覧画面へ進み、受検者の入

力画面に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メール内の URL をクリック 

本メールの URL をクリックするこ

とで、申請画面に遷移します。 

P12 団体一括登録で「一時保存」をクリックして保存し

た場合、このメールの URL から再度入力ができます。 

 

  メールは大切に保存してください！ 
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⑬ 団体一括登録一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑬ 団体一括登録一覧 

本画面から複数の申請者を登録するこ

とが可能です。 

＜受検者情報＞ 

・ １名単位で受検申請登録を行います。 

・ 申請者の申請種類に応じて選択してく

ださい。 

 

 

 

 
下記の方は、こちらから申請してください。 

・ 初めて受検される方 

・ 過去に受検したが、過去の受検票、検定結果通

知書、合格証明書のいずれも紛失した方 

・ 受検当時と、氏名の変更がある方（合否

問わず） 

  → ⑭＜新規受検申請＞検定区分選択へ遷移 

 

 
下記の方は、こちらから申請してください。 

・ 過去の受検票をお持ちの方 

・ 検定結果通知書（不合格）をお持ちの 

・ 検定結果通知書（合格）をお持ちで、共通

科目免除を希望しない方 

・ 合格証明書をお持ちで、共通科目免除を

希望しない方 

→ ⑯＜不合格履歴ありで申請＞前回受検データ入力へ 

 

 

・検定結果通知書（合格）をお持ちで、共通科

目免除を希望する方 

・合格証明書をお持ちで、共通科目免除を希

望する方 

→ ⑮＜合格履歴ありで申請＞前回受検データ入力へ遷移 

団体情報の修正ができます。 

利用は、⑨団体情報の入力／変更画面と同様) 

 

※ 検定結果通知書及び合格証明書の再発行は致しません。 

※ 過去の受検番号等のお問い合わせは、お答え致しかねます。  

入力案内メール受信後 

団体一括登録 

既に登録された受検者がいる場合、一覧で表示されます。 
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⑭ ＜新規受検申請＞検定区分選択 

 

⑮ ＜合格履歴ありで申請＞前回受検データ入力 

 

⑯ ＜不合格履歴ありで申請＞前回受検データ入力 

 

⑭ 検定区分選択 

受検したい検定日、受検地、電子申請

受付期間を確認して、検定区分のリンクを

選択してください。 

→ ⑰願書情報入力画面に遷移 

 

 

 

 

 

 

⑮ 前回受検データ入力 

対象となる前回受験（合格）の情報を

入力してください。 

※ 前回の情報がわからない場合は、 

⑬団体一括申請の 

から申請し直してください。 

※ 検定結果通知書及び合格証明書の再発行は致しま

せん。 

※ 過去の受検番号等のお問い合わせは、お答え致し

かねます。 

ボタンを押下 

→⑭検定区分選択画面に遷移 

 

⑯ 前回受験データ入力 

前回受験（不合格）の情報を入力してください。 

※ 前回の情報がわからない場合は、 

⑬団体一括申請の 

から申請し直してください。 

※ 検定結果通知書及び合格証明書の再発行は致しま

せん。 

※ 過去の受検番号等のお問い合わせは、お答えでき

ません。 

 

を押下 

→ ⑭検定区分選択画面に遷移 
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⑰ 願書情報入力 

 

 

 

 

⑰ 願書情報入力 

受検申請者の願書情報を入力します。 

受検情報 

・ 該当する受検資格を、下記から選択します。 

  講習修了者 

  大学等卒（理工・法学） 

  大学等卒（２０単位） 

  消防職員（従事１年） 

  【氏名変更者用】受検票保持者 

  予防技術資格者認定証保持者 

 

・ 科目免除について、下記から選択します。 

 科目免除に該当しない（初めて受検する方はこちら） 

 受ける 

 受けない（科目免除辞退） 

 

【申請者情報】 

フリガナ、氏名、生年月日、郵便番号、住

所（本人）、自宅電話番号又は携帯電話番号、

勤務先等連絡先、連絡先電話番号（携帯電話

も可）、内線、職業・学校等、メールアドレス、

メールアドレス確認を入力・選択します。 

 

【合格履歴】 

合格履歴がある場合は、合格履歴情報

が表示されます。 

 

すべての入力・選択が終了したら、

を押下。 

 

→ 証明書類のアップの有無によって、遷

移先が異なります。 

 

■ 選択した受検資格／科目免除について

証明書類が必要な場合 

→ ⑱証明書類アップロード画面に遷移 

■ 上記以外の場合 

→ ⑲団体一括登録画面に遷移 

入力不要 

※ 受検結果は、ここで入力した住所に届きます。受検結果は個人

にお送りしますので、受検者本人の住所を入力してください。 
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⑱ 証明書類アップロード 

 

 

 

＜参考＞ファイルアップロード用画面(ポップアップ) 

 

 

 

 

 

 

 

⑱ 証明書類アップロード 

 証明書類をアップロードします。 

証明書類の提出が必要な場合、証明書類アッ

プロード専用の画面が開きます。 

※ 合格証明書・検定結果通知書・受験票のアッ

プロードは不要です。 

 

書類をアップロードするには、 ボタンを押し

ファイルアップロード用画面を開いてください。 

 

アップロードされたファイルが表示されますので、

問題なければ ボタンを押下。 

 

 

 

 

ファイルアップロードの方法として、以下の 3 つの

方法があります。 

1. ファイルを選択 

エクスプローラが開きますので該当ファイル

を選択する。 

2. ファイルをドロップ 

別で開いているエクスプローラなどからファイ

ルを表示される枠内にドラッグする。 

3. カメラで撮影 

カメラ撮影が可能。 

 

※ 携帯電話の場合は「ファイルを選択」のみ表

示され、メーカーに準拠したファイル選択＋カ

メラアプリが起動します。 

 

下部のリストにアップロードされたファイルが表示

されますので、問題なければ、 ボタ

ンを押して前画面に戻ります。 

 

を押すと、アップロードしたファイルは

取り消しされた状態で前画面に戻ります。 
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⑲ 団体一括登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑲ 団体一括登録 

  申請者の登録及び修正を行います。 

 

申請者の登録を行うと本画面に戻り、登

録済み申請者の一覧が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボタンを押すと、 

⑰願書情報入力画面に遷移し、選択した申

請者の情報を修正する画面が開きます。 

 

ボタンを押すと、 

一覧のチェックボックスが ON になっている

申請者の削除が可能です。 

 

 

全ての申請者を登録した状態で、 

ボタンを押すと、 

⑳決済方法選択画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「一時保存」をクリックすると、登録中の申請者の情報を保存し、

画面を閉じることができます。 

 

＜再度、受検者入力や受検者情報の修正をする場合＞ 

P7 団体一括申請登録用ページのご案内のメール 

に添付された URL をクリックすることで再開で 

きます。 
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⑳ 決裁方法選択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑳ 決済方法選択 

決済方法の選択を行います。 

「団体一括払込」を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全ての申請者の登録が終わったら、 

を押下してください。 
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㉑ 団体受付願書情報確認 

 

㉑ 団体受付願書情報確認 

願書情報入力画面で、入力した願書

情報が正しいことを確認してください。 

団体電子申請受付番号は、願書情報を

登録した時点で自動的に付番されます。 

問合せ時に必要となりますので、必ず控え

てください。 

 

＜検定手数料のお支払い手続き＞ 

支払い方法は、以下の２種類です。 

１  ペイジー（ATM、インターネットバンキング） 

現金での払込みの場合、ATM から１０万円を超え

る現金の振込はできません。 

２  コンビニエンスストア 

コンビニエンスストア決済の上限額は、３０万円です。 

 

① 分割支払い をする場合 

”○○を想定して分割”にチェックし、上限額

単位での行の を押下。 

決済申込確認画面に遷移するので、全分割

分の手続きを行ってください。 

 

※ 決済申込確認は別資料となります。 

全行の処理が完了すると、画面下部のボタン

が「次へ」ボタンに変更されるので、押下して

完了画面に遷移してください。 

※ 決済の一部が完了して未決済がある状態

で本画面を閉じた場合は、⑫団体一括登

録一覧画面から再手続きが可能です。 

※ 全て未決済の状態で本画面を閉じた場

合、再度、取り込みを行って下さい。 

②分割する必要がない場合 

分割不要にチェックしてください。 

コンビニ払いで１０万円以上、３０万円未満

のお支払いの場合もこちらです。 

 

 

㉑ 決済方法を選択 

① 

② 

本ページ上部にある「電子申請受付番号」は、問合せ時

に必要のため、メモを取るか、印刷してください。 

＜注意＞ 

ここをクリックすると、受検者の追加申請等の修正はでき

なくなります！確実に内容を確認してください！！ 

押下後に誤りに気が付いた場合、電子申請を最初からやりなおし

てください。 
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㉑ 決済手段の選択 

 

 

 

㉒ 支払い内容の確認 

 

 

 

 請求金額の確認をし、コンビニ又はペイ

ジーを選択してチェックを入れてください。 

 

その後、下部に必要な情報を入力してくだ

さい。 

 

を押下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉒ 支払い内容等を確認 

 内容を確認後、を押下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉓ 支払い手続き完了 

願書情報入力画面で入力したメール

 

 

① 

② 
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㉓ 支払い手続き完了（仮受付状態） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドレスに、「仮受付完了メール」が自動

的に送信されます。 

 

検定手数料を払込むまでは仮受付状態の

ままです。期限内に分割した手数料をすべ

て払込みしてください。 

 

仮受付完了日の翌日から３日以内に払込

みを完了しないと電子申請の受付は無効

となります。 

 

※ 「仮受付完了」とは・・ 

検定手数料の支払いが完了していない状態のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

！画面はコンビニによって異なります！ 

ペイジー払いの時は、 

同じように支払いに必要な情報が記載されます。 

 

印刷をして、支払先に持参してください。 
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＜仮受付完了メールのイメージ＞ 
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㉔受付完了 

＜受付完了メールのイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㉔ 受付完了 

検定手数料の支払が確認された時点で

受付完了となります。 

受付が完了すると、団体代表者のメー

ルアドレスに、「受付完了メール」が自動的

に送信されます。 

 

 支払期限内に手数料が支払われない場合、

申請は無効となります。 

 払込期限を過ぎても、インターネット受

検申請の締め切り前であれば、再度始

めから受検申請手続が行えます。 

 払込後に出力される明細票は、受検票

のダウンロードができるまで必ず保管し

てください。 

 


